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令
和
七
年
四
月
二
十
九
日
付
東
京
新
聞
朝
刊
に
お
い
て
、
日
本
年
金
機
構
の
内
部
資
料
か
ら
わ
か
っ
た
こ
と
と
し
て
、
令
和

六
年
度
の
障
害
年
金
の
申
請
に
対
す
る
不
支
給
判
定
が
約
三
万
人
と
な
り
、
前
年
度
の
約
二
倍
に
急
増
し
た
と
す
る
報
道
が
な

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
五
月
二
十
六
日
付
東
京
新
聞
朝
刊
に
お
い
て
、
不
支
給
と
判
定
し
た
も
の
の
う
ち
千
数
百
件
に
つ

い
て
、
後
に
再
判
定
が
行
わ
れ
た
と
の
報
道
も
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
厚
生
労
働
省
は
、
障
害
年
金
の
認
定
件
数
等
に
つ

い
て
は
障
害
年
金
業
務
統
計
と
し
て
毎
年
九
月
に
公
表
し
て
い
る
と
し
た
上
で
、
報
道
を
受
け
て
、
不
支
給
判
定
が
ど
の
程
度

増
え
た
か
サ
ン
プ
ル
調
査
を
し
、
結
果
を
同
年
六
月
十
一
日
に
、
令
和
六
年
度
の
障
害
年
金
の
認
定
状
況
に
つ
い
て
の
調
査
報

告
書
（
以
下
「
当
該
報
告
書
」
と
い
う
。
）
と
し
て
発
表
し
た
。 

 

本
件
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
等
で
も
議
論
が
行
わ
れ
、
当
該
報
告
書
で
も
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
こ
う
し
た
運
用
は
、
障
害
年
金
制
度
の
透
明
性
・
公
平
性
に
重
大
な
懸
念
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
た

め
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

当
該
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
精
神
障
害
に
つ
い
て
の
集
計
結
果
が
、
令
和
五
年
度
の
六
・
四
％
に
対
し
、
令
和
六
年
度
は
十

二
・
一
％
と
倍
近
く
上
昇
し
て
い
る
。
政
府
と
し
て
そ
の
要
因
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
。 
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二 

令
和
七
年
四
月
三
十
日
付
東
京
新
聞
朝
刊
に
お
い
て
、
日
本
年
金
機
構
の
内
部
文
書
で
、
認
定
医
が
職
員
の
意
向
に
沿
っ

て
判
断
し
て
い
た
と
さ
れ
る
記
述
が
あ
る
。
当
該
報
告
書
に
お
い
て
も
、
集
計
結
果
（
令
和
六
年
度
）
に
お
い
て
、
目
安
よ

り
下
位
等
級
に
認
定
さ
れ
不
支
給
と
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
又
は
目
安
が
二
つ
の
等
級
に
ま
た
が
る
も
の
に
つ
い
て
、
下
位
等

級
に
認
定
さ
れ
不
支
給
と
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
の
割
合
が
高
く
そ
う
し
た
ケ
ー
ス
の
約
九
割
は
、
職
員
の
事
前
の
等
級
案
の

と
お
り
と
な
っ
て
い
た
旨
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
制
度
運
用
上
問
題
が
な
い
と
考
え
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た

い
。 

三 

当
該
報
告
書
に
お
い
て
、
精
神
障
害
に
つ
い
て
は
、
職
員
が
事
前
確
認
票
に
等
級
案
を
記
載
す
る
こ
と
を
廃
止
す
る
と
し

て
い
る
が
、
廃
止
す
る
理
由
を
問
う
。
認
定
医
が
「
等
級
案
」
に
沿
っ
た
判
断
を
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
で
は
な
い

か
。 

四 

当
該
報
告
書
に
お
い
て
、
令
和
七
年
三
月
の
報
道
を
踏
ま
え
、
日
本
年
金
機
構
で
は
、
そ
の
時
点
で
認
定
医
の
審
査
過
程

で
不
支
給
と
見
込
ま
れ
た
審
査
中
の
事
案
に
つ
い
て
、
よ
り
丁
寧
な
審
査
を
行
う
観
点
か
ら
、
障
害
年
金
セ
ン
タ
ー
に
配
置

さ
れ
る
常
勤
医
師
に
よ
る
確
認
を
行
っ
た
上
で
、
順
次
、
処
分
を
行
っ
て
い
た
と
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
対
応
が
必
要

と
判
断
し
た
の
か
。
ま
た
、
常
勤
医
師
に
よ
る
確
認
は
、
通
常
の
審
査
過
程
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。 
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五 

当
該
報
告
書
で
は
、
令
和
六
年
度
決
定
分
か
ら
、
抽
出
し
集
計
を
実
施
し
た
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
令
和
六
年
度
決
定
分

に
四
の
確
認
を
終
え
て
「
支
給
」
又
は
「
不
支
給
」
と
な
っ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
。
含
ま
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
件
数
を
示
さ
れ
た
い
。 

六 

当
該
報
告
書
で
は
、
Ⅲ 

今
後
の
対
応
策
中
２
．
不
支
給
等
事
案
の
点
検
に
お
い
て
、
過
去
の
事
案
に
つ
い
て
、
障
害
認

定
基
準
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
則
り
、
適
切
な
判
定
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
と
し
て
い
る
が
、
遡
っ
て
確
認

す
る
理
由
を
問
う
。
過
去
に
お
い
て
「
不
適
切
な
判
定
」
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
た
め
で
は
な
い
か
。 

七 

精
神
の
障
害
に
係
る
等
級
判
定
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
（
令
和
二
年
公
表
）
に
よ
れ
ば
、
新
規
裁
定
に
お

い
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
施
行
後
三
年
間
の
実
績
（
平
成
二
十
九
年
度
〜
令
和
元
年
度
）
を
見
る
と
、
九
十
二
％
の
ケ
ー
ス
で

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
示
し
た
障
害
等
級
の
目
安
と
同
じ
障
害
等
級
で
認
定
さ
れ
て
い
る
と
あ
る
が
、
こ
の
割
合
の
現
在
ま
で
の

推
移
及
び
当
該
報
告
書
の
調
査
に
当
て
は
め
た
場
合
何
％
に
な
る
の
か
示
さ
れ
た
い
。 

八 

精
神
障
害
に
つ
い
て
、
日
本
年
金
機
構
が
組
織
的
に
障
害
認
定
を
厳
し
く
し
た
事
実
は
な
い
と
断
言
で
き
る
か
。
政
府
の

見
解
を
問
う
。 

 

右
質
問
す
る
。 


